
名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

消 費 生 活 相 談
契約トラブル、悪質商法、多
重債務など

毎週月～金曜日
午前10時～正午
午後１時～４時

消費生活センター
(市役所別館４階)

消費生活相談員

消費生活センター
（地域づくり支援課内）

☎４６３－１１１１
（内線）２２５６

法 律 相 談
【 予 約 制 】

相続、離婚、多重債務などの
法的なこと
※企業、法人などを除く個人
の相談に限る

毎週水・金曜日
《１組30分》
午前10時～正午
午後１時～３時

法律相談室
(市役所別館４階)

弁護士

行 政 相 談
市政に対する意見や要望、苦
情など

毎月第２・４月曜日
午後１時～４時

市民相談室
(市役所１階)

行政相談員

人 権 相 談
不当な扱いや対人関係など
の人権問題に関すること

毎月第１月曜日
午後１時～４時
※祝日の場合は翌週の月曜日

市民相談室
(市役所１階)

人権擁護委員
人権庶務課

☎４６３－１７３８

女 性 総 合 相 談
親族間のもめごとや対人関
係などの悩みや問題など

毎週木曜日
午前10時～午後４時
※祝日も実施しています
(年末年始を除く）

それいゆぷらざ
(女性センター)

※市役所西側車庫会
議室に令和８年１０月

３１日（予定）まで
一時移転中

女性総合相談員
それいゆぷらざ
(女性センター)
☎４６３－２６９７

毎週火～日曜日
午前９時～午後５時
※祝日も実施しています
（年末年始を除く）

それいゆぷらざ
(女性センター)

職員

【専門の相談員による相談】
毎週火・水・金・土曜日
午前10時～午後４時
※祝日も実施しています
（年末年始を除く）

ＤＶ専門相談員

年 金 相 談
【 予 約 制 】

・年金加入記録の確認や
  ねんきん定期便の見方
・老齢年金の請求
・仕事をしながらの年金受給
・遺族年金について
・障害年金の請求  など

・毎月第２・４木曜日
・木曜日の年金相談がない週
の火曜日　　
午後１時～５時

市民相談室・他
(市役所１階)

社会保険労務士
国保年金課

☎４６３－１２６４

がいこくじんせいかつそうだん

外国人生活相談
う く ら い な ご

【ウクライナ語
の み よ や く せ い

のみ予約制】

げ ん ご え い ご す ぺ い ん ご

１２言語(英語、スペイン語、
ちゅうご くご ぽ る と が る ご かんこく

中国語、ポルトガル語、韓国・
ちょうせんご た が ろ ぐ ご た い ご

朝鮮語、タガログ語、タイ語、
べ と な む ご い ん ど ね し あ ご

ベトナム語、インドネシア語、
ね ぱ ー る ご ろ し あ ご う く

ネパール語、ロシア語、ウク
ら い な ご に ほ ん ご

ライナ語）とやさしい日本語
で ん わ せいかつそうだん

での電話による生活相談

まいしゅうげつ き ん よ う び

毎週月～金曜日
ご ぜ ん じ ご ご じ

午前９時～午後４時

がいこくじんそうごうそうだん

外国人総合相談
せ ん た ー さいたま

センター埼玉
さいたまけん う ら わ ごうどう

(埼玉県浦和合同
ちょうしゃ かい

庁舎３階)

がいこくじんせいかつ

外国人生活
そうだんいん

相談員

がいこくじんそうごうそうだん

外国人総合相談
せ ん た ー さいたま

センター埼玉

Tel：０４８-８３３-３２９６

Fax：０４８-８３３-３６００

Ｅｍａｉｌ：ｓｏｄａｎ＠ｓｉａ１．ｊｐ

犯罪被害者等支
援に関する相談

犯罪被害に遭われた方やそ
のご家族の困りごとや不安、
疑問等に関する相談

随時
午前９時～午後４時
※来庁前に電話でご連絡くだ
さい

市役所
（相談日決定後、詳細

をご連絡します）
危機管理室職員

危機管理室
☎４６３－１７８８

ひとり親家庭等相談
【予約制　注１】

注１：市ホームページにある
専用予約サイトからの予約に

なります。

ひとり親家庭等の方の生活
一般、就業、養育費や経済的
支援に係る相談

【開庁時】毎週火～金曜日
【閉庁時】毎週月、水、金曜日
午後５時～９時
毎週土曜日
午前8時30分～午後９時
（年末年始を除く）

【開庁時】
窓口・相談室・電話

【閉庁時）
電話・メール
・ビデオ通話

　　　【開庁時】
母子・父子自立支援員

　　　【閉庁時】
　 外部委託相談員

こども未来課　
☎４６３－２８３４

市ホームページ
「ひとり親家庭等相談」

名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

税 務 相 談
【 予 約 制 】

納税および申告手続など、
税務全般について

毎月第３月曜日
午後１時～４時30分
※祝日の場合は翌日

市民相談室
(市役所１階)

関東信越税理士会
朝霞支部所属税理士

課税課
☎４６３－２８５１

税 務 相 談
( 税 理 士 会 )
【 予 約 制 】

納税および申告手続など、
税務全般について

毎週水曜日
午後１時30分～４時

関東信越税理士会
朝霞支部事務局
（幸町１－３－６
石川ビル２階）

関東信越税理士会
朝霞支部所属税理士

関東信越税理士会
朝霞支部事務局
☎４６５－００２５

休 日 納 税 相 談

・市税等を納期限内に納税で
　きない方を対象とした納
　付方法の相談について
・市税等の納付

毎月第１・３日曜日
午前８時30分～正午
※５～７月は第４日曜日も実施
（１月・８月の第１日曜日を除
く）

収納課
(市役所２階)

収納課職員
収納課

☎４６３－２０２３

朝　霞　市　の　各　種　相　談　窓　口
　　　　    　　　　　※ 日時等は変更される場合がありますので、ご利用の際は問い合わせ先へご確認ください。   

　 くらしの中での相談　　                      特に記載のないものは祝日、年末年始はお休みです。

　  税金に関する相談　　　　　　　　　　　　　

地域づくり支援課
☎４６３－２６４８

Ｄ Ｖ 相 談

配偶者やパートナー、恋人な
ど、親密な関係にある(あっ
た)者同士の間で振るわれる
暴力に関すること

それいゆぷらざ
(女性センター)

※市役所西側車庫会
議室に令和８年１０月

３１日（予定）まで
一時移転中

それいゆぷらざ
(女性センター)
☎４６３－０３５６　　　　　　

 
令和８年４月現在



名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

健 康 相 談 ・
各 種 相 談

心身の健康・各種健(検)診
後の相談

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　　～午後５時15分

保健師
管理栄養士

栄 養 相 談
【 予 約 制 】

食生活・栄養について 管理栄養士

こころの健康相談
【 予 約 制 】

自分や家族のこころの健康
に関する相談

精神科医師・
精神保健福祉士

妊娠・出産の相談

赤ちゃんが生まれる前から
妊娠や出産、育児に関するさ
まざまな疑問や不安や心配
事などの相談

毎週月～金曜日
第２土曜日・第４日曜日
午前８時30分
　　　  ～午後５時15分

こども家庭センター
（保健センター１階）

助産師・保健師
こども家庭センター
（保健センター１階）
☎４５１－０１５５

福祉の総合相談

・福祉に関すること
・生活や経済面に関すること
・高齢者の困りごとに関する
こと
・成年後見、権利擁護に関す
ること
・ひきこもりに関すること
などの相談

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　　～午後５時15分

地域共生社会課
（市役所１階）

福祉相談支援員
地域共生社会課
☎４２３－５０８２

福 祉 に つ い て
の 相 談

日常生活上の相談や生活困
窮に関する困りごとについ
て

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

総合相談支援係
(はあとぴあ３階)

社会福祉協議会
職員

社会福祉協議会
地域福祉推進課
☎４８６－２４７８

家計に関する相談
家計の管理や多重債務等に
関する相談

毎週水曜日
午前９時～午後５時

地域共生社会課
（市役所１階）

家計改善支援員
地域共生社会課
☎４２３－５０８２

生 活 保 護 相 談
病気や失業などをはじめ生
活が困窮する世帯に対する
生活保護の相談

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　～午後５時15分

生活援護課
(市役所４階)

生活援護課職員

生活援護課
☎４６３－１５７６
☎４６３－１５６２
☎４６３－2947
☎４２３－０１６３

精神保健福祉相談
【予約制】

精神の病気や福祉サービス
などについて

毎月原則第１・３木曜日
午後１時～５時15分
※詳細はお問い合わせ
ください

障害福祉課
(市役所１階)

精神保健福祉士

障 害 者 虐 待 に
つ い て の 相 談

・虐待を受けている
・障害のある方への虐待を
　見たり聞いたりした
・障害のある方の介助の負
　担が重いことから虐待し
　てしまう
などの相談

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　～午後５時15分

※これ以外の時間および
休日の障害者虐待通報は、
市役所代表番号
☎048－463－1111

障害者虐待
　防止センター
（市役所１階　

　障害福祉課内）

障害福祉課職員

障 害 者 差 別 に
つ い て の 相 談

障害を理由とする差別につ
いて

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　　～午後５時15分

障害福祉課
(市役所１階)

障害福祉課職員
障害福祉課

☎４６３－１５９９

障害のある方の
た め の 相 談

障害福祉サービスの利用な
どの各種相談

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

はあとぴあ障害者相
談支援センター

(はあとぴあ３階)
相談支援専門員

はあとぴあ障害者相談
支援センター

☎４８６－２４００

障害のある方の
ための就労支援
相 談
【 予 約 制 】

障害のある方の就労や雇用
について

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

はあとぴあ障害者就
労支援センター

(はあとぴあ３階)
就労支援員

はあとぴあ障害者就労
支援センター

☎４８６－２５７５

　　健康・福祉に関する相談　　　　　　　　　特に記載のないものは祝日、年末年始はお休みです。

健康づくり課
（保健センター２階）

健康づくり課
☎４23-4362

毎月１回
※日程は広報あさか・市ホーム
ページでお知らせします

障害福祉課
☎４６３－１５９８

 
令和８年４月現在



名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

家 庭 児 童 相 談

家庭における児童の養育に
ついて
・子育てで悩んでいる
・友達とうまく付き合えない
など

毎週月～金曜日
午前９時30分～午後5時

こども家庭センター
（家庭児童相談室）
(保健センター1階)

家庭児童相談員
こども家庭センター
（家庭児童相談室）
☎４６３－２２３１

児童についての
相 談

こどもの養育について
・こどもが虐待を受けてい
  るのではないか
・こどもの様子が気になる
　など
助産施設、母子生活支援施
設の利用について

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　　～午後５時15分

こども家庭センター
(保健センター1階)

こども家庭センター
職員

こども家庭センター
☎４６３－０３６４

育 児 相 談
こどもの心身の発育発達や
育児、離乳食やこどもの栄養
に関する相談等

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　　～午後５時15分

こども家庭センター
(保健センター1階)

こども家庭センター
職員

こども家庭センター
☎４23－4369

こどもの給付に関
す る 相 談

・保護者の経済的・自立に
  向けた給付
・こどもの就学支度金・
  学習支援
など

毎週月～金曜日
午前８時30分
　　　　～午後５時15分

こども未来課
(市役所２階)

こども未来課職員
こども未来課

☎４６３－２８３４

毎週月～土曜日
午前９時～午後５時

さくら子育て
支援センター

(さくら保育園内)

さくら子育て
支援センター
☎４６９－７０６５

電話相談専用
☎４６７－４１５２

毎週月～木・土・日曜日
午前９時30分
　　　～午後５時30分

きたはら子育て
支援センター

(きたはら児童館内)

きたはら子育て
支援センター

☎４７６－８６８６

朝 霞 市 子 ど も
相 談 室

・いじめや不登校など学校生
　活について
・子育てや家族関係など家庭
　生活について
・適応指導教室について

毎週月～金曜日
午前９時～午後４時

※事前にお電話ください

子ども相談室 教育相談員

子ども相談室
☎４７１－８０８０
☎４８７－１２３４
メール：

a.kodomo　　
@city.asaka.lg.jp

教育指導課
☎４６３－２８８４

こ ど も ・
ほっとそうだん

親や学校に相談できない悩
みごと。
※原則１８歳未満のこどもと
その保護者を対象

【専門相談員による相談】
電話相談　毎週水・金曜日　
午前９時３０分
        ～午後４時３０分
対面相談　毎週水・金曜日　
午後１時～４時３０分（予約制）
【随時】
手紙（ミニレター）・市ホーム
ページのWebフォーム・人権
庶務課職員による電話相談

人権庶務課
（市役所３階）

こども人権相談員
こども・ほっとそうだん
☎423-4120

名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

本人や家族、地域住民の方
からの日常生活の困りごと、
介護、医療、健康などのお悩
みや支援に関すること

毎週月～金曜日
午前８時30分～午後５時

お住まいの地域を担
当する地域包括支援

センター
（市内６か所）

地域包括支援
センター職員

①内間木苑
②つつじの郷
③モーニングパーク
④ひいらぎの里
⑤朝光苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥あさか中央

浜崎老人福祉
センター

（偶数月に実施）

浜崎老人福祉
センター

☎４８６－２４７６

溝沼老人福祉
センター

（奇数月に実施）

溝沼老人福祉
センター

☎４６４ー５４８８

　　こどもに関する相談　　　　　　　　　　　特に記載のないものは祝日、年末年始はお休みです。

　 　　高齢者に関する相談

①内間木苑　☎４５８－２０２２
担当地域…大字上内間木、大字下内間木、宮戸、大字宮戸、
朝志ヶ丘

④ひいらぎの里　☎２９１－９１１１
担当地域…仲町、根岸台、大字根岸、大字台

②つつじの郷　☎４７２－１５７４
担当地域…東弁財、西弁財、三原、泉水

⑤朝光苑　☎４５０－０８５５
担当地域…青葉台、栄町、幸町、膝折町１・２丁目、大字膝折、本町３丁
目

③モーニングパーク　☎４５１－７３５５
担当地域…本町１・２丁目、溝沼１～５丁目、大字溝沼、膝折町
3～5丁目

⑥あさか中央　☎４２３－２７６１
担当地域…北原、西原、浜崎、大字浜崎、田島、大字田島、岡、大字岡、
溝沼６・７丁目

子 育 て 相 談

乳幼児の育児について
・母乳はいつやめればいいの
・他の子より成長が遅いかも
・夜泣きが大変
・引っ越してきたばかりで
  近所に知り合いがいない
など

子育て支援センター
職員

高齢者総合相談

高齢者健康相談
健康づくりや病気療養、その
ほか健康上の心配ごとに関
すること

毎月各１回
午後１時30分～２時３０分
※詳しい日程は各センターに
お問い合わせください

看護師・栄養士
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名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

内 職 相 談

内職に興味がある方や希望
する方への相談・あっせんに
ついて
※ 内職の求人をしたい事業
者からの相談も受付けてい
ます

毎週火・金曜日
午前９時～正午
午後１時～４時
※午後３時３０分最終受付

市民相談室
(市役所１階)

内職相談員

労 働 ・ 社 会
保 険 相 談

賃金・労働時間・解雇をはじ
めとした労働条件など労働
全般について

毎月第３土曜日
午後１時～４時

産業文化センター 社会保険労務士

起業家育成相談
【１週間前までに予約】

市内で起業を考えている方
の開業全般、事業計画、資金
繰り、マーケティング、創業
後の経営課題などについて

随時
午前10時～午後７時
《１組２時間》
（土・日曜日、祝日、産業文化セ
ンター休館日を除く）

産業文化センター 中小企業診断士

金融よろず相談
事業を営んでいる方の運転
資金、設備資金など経営・金
融について

随時
午前９時～午後５時20分
（土・日曜日、祝日、年末年始を
除く）

埼玉県信用保証
協会川越支店

埼玉県信用保証協会
職員

埼玉県信用保証協会
川越支店

☎049-249-1681

名　　　称 相談内容 日　　　時 場　所 相談員 問い合わせ先

不動産無料相談
【 予 約 制 】

不動産に関わる賃貸、売買、
またはトラブル等について

毎月第２木曜日
午前10時～正午
※８月及び祝日の場合は第３
木曜日

市民相談室
(市役所１階)

不動産相談員

(公社)
埼玉県宅地建物取引業
協会県南支部事務局

☎４６８－１７１７

住 宅 建 築 相 談
【 予 約 制 】

住宅の耐震工事やリフォー
ム、省エネ住宅等について

毎月第２水曜日
午後２時～４時
※１月は第３水曜日
（８月は実施しません。）

市民相談室
(市役所１階)

建築士

分譲マンション
管 理 相 談
【 予 約 制 】

分譲マンションの管理や管理
組合の運営について
滞納金、大規模修繕、長期修
繕計画、工事、管理委託　
など

4月、6月、7月、9月、10月、
12月、1月、3月
第１水曜日
《定員３組、１組50分》
午後１時０0分～３時５0分
※１月は第２水曜日

市民相談室
(市役所１階)

マンション管理士

居 住 支 援 相 談
【 予 約 制 】

住まい探しでのお困りごと
について

毎月第１・３木曜日
午後１時～４時

地域共生社会課
(市役所１階)

社会福祉士
地域共生社会課
☎423-5082

随時
午前10時から午後４時
（水・土・日曜日、祝日、年末年
始、お盆休みを除く）

（公社）埼玉県宅地建
物取引業協会県南支
部

(公社）
埼玉県宅地建物取引業
協会県南支部事務局　

☎４６８－１７１７

随時
午前10時から午後４時
（土・日曜日、祝日、年末年始、
お盆休みを除く）

（一社）埼玉県建築士
事務所協会県南支部

(一社）
埼玉県建築士事務所協会

県南支部事務局
☎４６１－４５０７

随時
午前９時から午後６時
（土・日曜日、祝日、年末年始、
お盆休みを除く）

（一社）日本空家対策
協議会

(一社）
日本空家対策協議会

☎０４２-４５３－８０００

　　仕事に関する相談　　　　　　　　　　　　特に記載のないものは祝日、年末年始はお休みです。

　　不動産・住まいに関する相談

発行：朝霞市地域づくり支援課

産業振興課
☎４６３－１９０３

開発建築課
☎４２３－３８５４

空 き 家 の
ワ ン ス ト ッ プ
無 料 相 談 窓 口
【 予 約 制 】

市内にある空き家の所有者
または管理者の方々を対象
にした空き家の管理・売買・
修繕等についての相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

空き家相談員

©むさしのフロントあさ
か
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